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家きんを飼養している方へ
定期報告書提出について

家畜伝染病予防法第１２条の４第１項により、家畜・家きん
を飼養している方は、定期報告書によりその飼養状況を家畜
保健衛生所に毎年報告することが義務付けられています。

今年度の提出期限は６月１５日でしたが、愛玩として家きん※

を飼養している方の定期報告書の提出率が低い状況です。

現在、家きんを飼養している方は、別紙定期報告書を

８月３１日までに中央家畜保健衛生所に必ず提出してくださ
い！
（同封の返信用封筒又はFAXどちらでも受け付けておりま
す）

上記期日までに提出がない場合は、すでに家きんを飼養し
ていないものとみなし、今後は衛生情報等の送付を中止させ
ていただきます。

※家きんとは、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、
ほろほろ鳥、七面鳥を指します。

（この衛生だよりは８月１０日時点で今年度の定期報告書の提出が
無い方に送付しています。行き違いで提出された場合はご容赦くだ
さい。）


